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入間市一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表（第３条関係） 

改正案 現 行 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第17条  第17条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が

定める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、職員に支給する勤勉手当の額の、次の

各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が

定める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、職員に支給する勤勉手当の額の、次の

各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤

務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した職員に

あつては、退職し、若しくは失職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及びこれに対

する地域手当の月額の合計額を加算した額

に100分の100を乗じて得た額の総額 

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤

務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退

職し、若しくは失職し、又は死亡した職員に

あつては、退職し、若しくは失職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及びこれに対

する地域手当の月額の合計額を加算した額

に100分の105を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤

務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員

の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得

た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤

務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員

の勤勉手当基礎額に100分の50 を乗じて得

た額の総額 

３～５ 略 ３～５ 略 

 

 


